
赤→割当て区域（１区画約６ｍ×３ｍ）

黄→使用禁止エリア

外側 外側

スロープ A1 加古川市 スロープ C15 48

A2 西宮市 C14 47

A3 姫路市 C13 46

A4 北区 C12 45

A5 尼崎市 C11 44

A6 宝塚市 C10 佐用郡

A7 三田市 C9 南あわじ市

A8 高砂市 C8 相生市

A9 小野市 C7 淡路市

A10 たつの市 C6 養父市

A11 西区 C5 加西市

A12 明石市 C4 長田区

A13 垂水区 C3 芦屋市

A14 伊丹市 C2 加東市

スロープ A15 西脇市 スロープ C1 丹波市

スロープ スロープ

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20

朝来市 豊岡市 三木市 加古郡 須磨区 屋根なし 川西市 赤穂市 丹波篠山市 美方郡 東灘区 宍粟市 中央区 灘区 屋根なし 兵庫区 洲本市 揖保郡 赤穂郡 神崎郡

※

※ →ｼｬｯﾀｰ前 →搬入口

【競技場外】

場外の段の上の部分が待機エリアです。通路は空けておいてください。

有事には中から物資を出すことがあります。ご協力お願いします。


